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全国労働衛生週間は、労働者の健康管理や職場環境の改善など、労働衛生に関する国

民の意識を高めるとともに、職場での自主的な活動を促して労働者の健康を確保するこ

となどを目的に、昭和２５年から毎年実施しているもので、今年で７０回目を迎えます。 

  ＜別添１「第７０回 全国労働衛生週間」＞ 

 

    兵庫労働局（局長 畑中啓良）では、全国労働衛生週間（１０月１日から１０月

７日（準備期間：９月１日から９月３０日まで））の期間中、次の取組を図ります。 

 

  ○全国労働衛生週間（準備期間を含む）での主な取組 

 (１) 過重労働による健康障害防止対策＜別添２＞ 

働き方改革関連法による労働安全衛生法の改正により、「産業医・産業保健機能」

と「長時間労働者に対する医師による面接指導等」が強化されました。長時間労働な

どによって、健康リスクが高い状況にある労働者を見逃さないため、産業医による面

接指導や健康相談等の確実な実施の徹底を図ります。 

 

(２)  メンタルヘルス対策＜別添３＞ 

メンタルヘルス不調者の未然防止や早期発見を行うためにストレスチェックを実

施し、また、その結果の集団分析及びこれを活用した職場環境改善の取組を推進しま

す。 
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(３) 治療と仕事の両立支援対策＜別添４＞ 

労働人口の高齢化が進む中で、３人に１人が疾病を抱えながら働いている状況にあ

りますが、疾病を抱える人の多くが仕事を続けることを望んでいます。またその理由

として、半数以上の人が働くことを生きがいと回答しています。こうした状況を踏ま

えて、働き方改革実行計画に基づき、「事業場における治療と仕事の両立支援のため

のガイドライン」を周知するほか、兵庫県地域両立支援チーム（兵庫県内の県医療関

係所管部局、医療機関、労使団体、兵庫産業保健総合支援センターなどの関係機関に

より構成）で両立支援の取組を推進します。 

 

（４）「職場の健康診断実施強化月間」としての集中的取組＜別添５＞ 

     労働安全衛生法に基づく事業者による健康診断及び事後措置の実施を徹底するた

め、集中的な指導を実施し、健康診断受診率の向上、健康診断実施後の有所見者に

ついての医師からの意見聴取等の事後措置の徹底を図ります。 

 

（５）「粉じん障害防止総合対策推進強化月間」としての集中的取組＜別添６＞ 

     兵庫労働局においては、「兵庫 第９次粉じん障害防止総合対策５か年計画」（平

成 30年～令和４年）を策定し、粉じん障害防止対策の取組を推進していますが、こ

れに加えて、対象事業場への集中的な指導や研修会の開催等を実施し、粉じん障害

防止対策の一層の徹底を図ります。 

 

（６）令和元年度兵庫労働安全衛生大会の開催＜別添７＞ 

一般社団法人兵庫労働基準連合会並びに姫路労働基準協会が主催する同大会を後

援し、労働災害防止と併せ、全国労働衛生週間・同準備期間に取り組むべき事項を

中心とした労働衛生活動の積極的展開を呼びかけます。 

日 時：令和元年１０月３日（木）13：00～17：00 

場 所：姫路市文化センター （姫路市西延末４２６－１） 

同大会問い合わせ先：兵庫労働基準連合会 ☎０７８－２３１－６９０３） 

 

３ 労働衛生週間（準備期間）に関連する主な周知・啓発活動（管内労働基準監督署の

実施予定）＜別添８＞ 

 

４ 労働衛生週間（準備期間）に関連する協力者への依頼 

  兵庫県下の各団体の長、兵庫県下の自治体の長 
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